
分娩取扱施設支援事業給付金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 令和７年４月１日付け医政発０４０１第５号厚生労働省医政局長通知「令和７年

度（令和６年度からの繰越分）医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について」に係

る別紙「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」（以下「緊急支援事業実施要綱」

という。）の規定に基づき実施する分娩取扱施設支援事業給付金（以下「給付金」とい

う。）については、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に規定

するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この給付金は、特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持の

ための取組を支援し、地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制

を確保することを目的とし、予算の範囲内で交付する。 

 

（交付対象者） 

第３条 給付金の交付対象者は、分娩取扱施設のうち、令和５年度における分娩取扱件数

が、平成２９年度から令和元年度の３年間における分娩取扱件数の平均を下回っている

病院、診療所及び助産所とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの補助金等の交付を受ける分娩取扱施

設は、支給の対象としない。なお、（１）及び（２）については、令和６年度に実施す

る事業に限るものとする。 

（１）平成２１年４月１日医政発０４０１００７号厚生労働省医政局長通知「産科医療確

保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要綱」に基づき実施する産

科医療機関確保事業 

（２）平成２１年３月３０日医政発第０３３００１１号厚生労働省医政局長通知「周産期

医療対策事業等の実施について」に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業 

（３）緊急支援事業実施要綱に基づき実施する地域連携周産期支援事業（分娩取扱施設）

及び地域連携周産期支援事業（産科施設） 

 

（交付額） 

第４条 給付金の額は、次の施設に応じて以下のとおりとする。 

（１）病院又は診療所 １施設あたり２５０万円 

（２）助産所 １施設あたり１００万円 

 

（給付金の交付申請等） 

第５条 給付金の交付を受けようとする分娩取扱施設は、交付申請書兼口座振込依頼書（様

式第１号）に関係書類等を添えて、別に定める日までに知事に提出しなければならない。 



２ 前項に規定する交付申請書兼口座振込依頼書（様式第１号）の提出をもって、交付の

申請及び実績報告書の提出があったものとみなす。 

 

（給付金の交付決定及び額の確定） 

第６条 知事は、申請者から前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容の審査を

行い、交付すべきと認めたときは速やかに交付の決定及び額の確定を行い、給付金交付

決定及び額の確定通知書（様式第２号）を申請者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第７条 知事は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、交付決定の全部又は一

部を取消し、又は変更することができる。 

（１）給付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

（２）給付事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反した場合 

 

（不当利得の返還）  

第８条 知事は、給付金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しないことが明らか

となった分娩取扱施設又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた分娩取扱

施設に対して、期限を定めて交付を行った給付金の返還を命じるものとする。 

 

（書類の保管） 

第９条 給付金事業に係る証拠書類等の管理については、これを事業が完了した日の属す

る会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は知事が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年６月２７日から施行し、令和７年度給付金に適用する。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付決定された給付金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

 

 

 


